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国連海洋法条約
『向かい合う国の間における大陸棚の境界画定
は合意により行う。』（第８３条）



大陸棚限界委員会手続規則

『海洋等の紛争が存在する場合、委員会が検
討するためには全ての紛争当事国の事前の同
意が必要。』（附属書Ⅰ５(a)）


